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 在宅での援助を効果的に進めるために（７）

 一時帰宅中と家庭復帰後の在宅援助（第（８）

 関係機関との連携による支援

 子どもの虐待問題では、担当者一人あるいは、（１）

 虐待発生・再発予防のための在宅支援は要保護児童対策地域協議会を活用する。（２）

  子どもや家族に直接かかわる関係機関は、自分がどのような役割を担当するのかを、（３）

援助開始か

 地域の社会資源を活用した支援により、養育環境を改善する。（４）

 要保護児童対策地域協議会の活用

 情報の集約（１）

 個別ケース検討会議のあり方（２）

 実務者会議に（３）

 進行管理事例の検討内容（４）

 終結事例について（５）

 転居家庭のひきつぎの（６）

 施設入所及び里親等委託中の援助

 施設入所中及び里親等委託中の子どもとその家庭への関わり

 入所にあたっての子どもと保護者への説明と同意（１）

 家族分離の心的負担を和らげるための対応（２）

 入所・委託時における施設・里親等との協働による支援方針の策定（３）

 入所・委託後の施設及び里親等への支援（４）

 里親等と地域関係機関との連携に関する支援（５）

 子どもへの人権侵害行為に関する対応

 家族再統合に向けた取組み

 家族が支援を受けることへの動機づけ（１）

 家庭内の虐待発生につながるリスクの低減に向けた働きかけ（２）

 家族に対する治療教育的アプローチ（３）

 家族関係調整（４）

 児童福祉法第（５）

 親権停止中の保護者援助（６）

 家族再統合プログラムの考え方と実際
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